
平成 24年度人権に関する県民意識調査の結果について、詳しくは
をごらんください。http://www.pref.aichi.jp/0000059058.html

「平成２４年度 人権に関する県民意識調査」を
行いました

人権に関する県民の皆様の意識を把握し、より効果的な人権啓発活動や、より適切な
施策の推進を図るために調査を行いました。

・調査対象者：３，０００人（県内に居住する20歳以上の人）
・抽出方法：住民基本台帳からの無作為抽出
・調査期間：平成２４年１０月２２日～平成２４年１１月５日

・調査方法：郵送調査法
・回収結果：１，３６１人（回収率４５．４％）
・調査項目、設問数：１７項目、４１問

県では、「人権教育・啓発に関する愛知県行動計画」に沿って、さまざまな人権重要課題に取
組んでいますが、人権に関わる重要な問題は何と思うかという問（複数回答）に対しては、以
下のとおりとなっています。

「人権」に対する考え方について、「非常に重要である」又は「どちらかといえば重要である」
と回答した人が90.6%となっており、多くの人に「人権」の重要性が認識されていることが伺
われます。

「人権」の重要性が認識される一方で、基本的人権が尊重されている社会だと思うかという問
に対しては、「そう思わない」又は「いちがいにはいえない」と回答した人が71.1%となってお
り、現状を否定的に捉える人が多く、引き続き人権施策を推進する必要性が認められる状況と
なっています。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

0

0
10
20
30
40
50

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

非常に重要である （54.8％）

そう思う （27.3％） そう思う思わない （25.4％） いちがいにはいえない（45.7％）

どちらかといえば重要である（35.8％）
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調査の概要
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